
 

平成 29年５月２日 

各位 

会 社 名  古  林  紙  工  株  式  会  社                             

代 表 者 名  代表取締役会長兼社長  古 林 敬 碩 

（コード番号 ３９４４ 東証２部） 

問 合 せ 先  取締役常務執行役員統括管理本部長 宮 崎 明 雄 

（ＴＥＬ．０６－６９４１－８５６１） 

 

 

株式併合、単元株式数の変更および定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年６月 29 日開催予定の第 87 回定時株主総会（以

下、「本定時株主総会」といいます）に、株式併合、単元株式数の変更および定款の一部変更につい

て付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 株式併合 

（１） 株式併合の目的 

全国証券取引所では「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、国内上場会社の普通株

式の売買単位を、100 株に統一することを目指しており、その移行期限は平成 30 年 10 月ま

でとされています。 

当社は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位を、

現在の 1,000 株から 100 株に変更することとし、あわせて、当社株式につき証券取引所が望

ましいとしている投資単位の水準（５万円以上 50 万円未満）を維持することを目的として、

株式併合（10 株を１株に併合）を実施するものであります。 

 

（２） 株式併合の内容 

① 併合する株式の種類 

 普通株式 

② 併合の方法・比率 

 平成 29 年 10 月１日をもって、平成 29 年９月 30 日（実質上９月 29 日）の最終株

主名簿に記録された株主様の所有株式数について、10 株につき１株の割合をもって株

式併合いたします。 



③ 併合により減少する株式数 

株式併合前の発行済株式総数 （平成 29年３月 31 日現在） 17,768,203株 

株式併合により減少する株式数 15,991,383株 

株式併合後の発行済株式総数 1,776,820株 

（注） 株式併合により減少する株式数および株式併合後の発行済株式総数は、併合前の発

行済株式総数に株式併合の割合を乗じた理論値です。 

 

④ 株式併合の影響 

 株式併合により、発行済株式総数が 10 分の１に減少することとなりますが、純資

産等は変動しませんので、１株あたりの純資産額は 10 倍となり、株式市況の変動な

ど他の要因を除けば、当社株式の資産価値に変動はありません。 

 

（３） １株未満の端数が生じる場合の処理 

 株式併合の結果、１株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき、一括し

て処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、 端数の割合に応じて分配いたし

ます。 

 

（４） 株式併合により減少する株主数 

平成 29 年３月 31 日現在の当社株主名簿に基づく株主構成は、次のとおりです。 

 株主数（割合） 所有株式数（割合） 

総株主 1,475名 （100.0%） 178,768,203株 （100.0%） 

10株未満所有株主 283名 （ 19.2%） 334株 （ 0.0%） 

10株以上所有株主 1,192名 （ 80.8%） 178,767,869株 （100.0%） 

（注） 上記株主構成を前提として、 株式併合を行った場合、 10 株未満の株式のみご所有

の株主様 283 名（所有株式数の合計 334 株）は、株主としての地位を失うことにな

りますが、株式併合の効力発生前に、「単元未満株式の買増」または「単元未満株式

の買取」の手続きをご利用いただくことも可能ですので、 お取引の証券会社または

当社の株主名簿管理人までお問い合わせください。 

 

（５） 効力発生日における発行可能株式総数 

 6,000,000株 

 

（６） 株式併合の条件 

 平成 29 年６月 29 日開催予定の第 87 回定時株主総会において、本株式併合に関する議

案および下記「３．定款の一部変更」に関する議案がいずれも原案どおり承認可決されるこ

とを条件といたします。 



２． 単元株式数の変更 

（１） 単元株式数の変更の目的 

 全国証券取引所による 「売買単位の集約に向けた行動計画」 に対応するためであります。 

 

（２） 単元株式数の変更の内容 

 当社普通株式の単元株式数を 1,000 株から 100 株に変更いたします。 

 

（３） 変更日 

 平成 29 年 10 月１日 

 

（４） 単元株式数の変更の条件 

 平成 29 年６月 29 日開催予定の第 87回定時株主総会において、上記「１．株式併合」に

関する議案および下記 「３． 定款の一部変更」 に関する議案がいずれも原案どおり承認

可決されることを条件といたします。 

 

３． 定款の一部変更 

（１） 定款の一部変更の目的 

 上記「１．（１）株式併合の目的」に記載した「売買単位の集約に向けた行動計画」に対

応し、単元株式数を 1,000 株から 100 株に変更するために定款第６条を変更するものであ

ります。 また、本定款の一部変更の効力は、株式併合の効力発生日である平成 29 年 10 月

１日に生ずるものとする旨の附則を設け、効力発生日経過後は、これを定款から削除するこ

とといたします。 

 

（２） 定款の一部変更の内容 

 現行の定款と変更案は以下のとおりです。 

（下線部は変更箇所を示します。） 

変更前 変更後 

（発行可能株式総数） 

第６条 当社の発行可能株式総数は、6,000万株とする。 

（発行可能株式総数） 

第６条 当社の発行可能株式総数は、600万株とする。 

（単元株式数） 

第８条 当会社の単元株式数は 1,000株とする。 

（単元株式数） 

第８条 当会社の単元株式数は、100株とする。 

（新設） 附則 

第１条 第６条（発行可能株式総数）および 第８条（単

元株式数）の変更は、平成 29年 10月 1日をもって効力

を生じるものとし、同日をもって本附則を削除する。 

 



４． 日程 

（１） 取締役会決議日 平成 29年５月２日 

（２） 定時株主総会決議日 平成 29年６月 29日（予定） 

（３） 株式併合の効力発生日 平成 29年 10月１日（予定） 

（４） 単元株式数変更の効力発生日 平成 29年 10月１日（予定） 

（５） 定款の一部変更の効力発生日 平成 29年 10月１日（予定） 

 

（添付資料） 

【ご参考】株式併合と単元株式数の変更に関するＱ＆Ａ 

 

以上 



【ご参考】 

 

株式併合と単元株式数の変更に関するＱ＆Ａ 

 

Ｑ１ 株式併合とはどのような意味ですか。 

Ａ  株式併合とは、複数の株式を合わせてそれより少ない数の株式とするものです。当社におい

ては、10株を 1株とする株式併合を行うことを予定しております。 

 

Ｑ２ 単元株式数の変更とはどのような意味ですか。 

Ａ  単元株式数とは、会社法によって定められて、株主総会における議決権の単位及び証券取引

所において売買の単位となっている株式数です。 

現在の当社の単元株式数は 1,000株ですが、今般、単元株式数を 1,000株から 100株とする

ことを予定しております。 

 

Ｑ３ 株式併合と単元株式数の変更を実施する理由を教えてください。 

全国証券取引所では「売買単位の集約に向けた行動計画」に基づき、国内の上場株式の単位

株式数、すなわち売買単位を 100株に統一することを目指しています。 

当社は東京証券取引所に上場する企業としてこの趣旨を尊重し、当社株式の売買単位である

単元株式数を現在の 1,000株から 100株に変更いたします。 

また、売買単位あたりの株価水準を維持するとともに、各株主様の議決権の数に変更が生じ

ることがないよう、株式併合を行います。 

 

Ｑ４ 投資単位はどうなるのか。 

Ａ  単元株式数の変更と株式併合を同時に実施することとし、10株を 1株に併合したうえで、単

元株式を 1,000株から 100株に変更いたします。併合実施後の 100株は併合実施前の 1,000株に

相当することから、併合後の理論上の株価は併合前の 10 倍となりますので実質的には現在の投

資単位には変動が生じないことになります。 

 

Ｑ５ 株主の所有株式や議決権はどうなるのですか。 

Ａ  株主様のご所有株式数は、平成 29年 3月 31日最終の株主名簿に記録された株式数の 10分の

1を乗じた株式数に（1に満たない端数がある場合、これを切り捨てます。）となります。また、

議決権は併合後の所有株式数 100株につき 1個となります。 

当社では単元株式数の変更にあわせて株式併合を実施するため、ご所有株式 100 株につき 

1個となります。 

具体的には、単元株式数の変更及び株式併合の効力発生日（平成 29年 10月 1日予定）前後

で、ご所有株式数及び議決件数は次のとおりとなります。 



 効力発生前 効力発生後 

所有株式数  議決件数 所有株式数 議決件数 端数株式 

例１ 7,000株 7個 700株 7個 なし 

例２ 3,520株 3個 352株 3個 なし 

例３ 856株 なし 85株 なし 0.6株 

例４ 8株 なし なし なし 0.8株 

株式併合の結果、1 株に満たない端数（以下「端数株式」といいます。）が生じた場合（上

記の例３、例４）、全ての端数株式を当社が一括して処分し、端数が生じた株主様に対し、そ

の代金を端数の割合に応じてお支払いさせていただきます。 

また、効力発生のご所有株式が 10 株未満の株主様（上記の例４）は株主併合により全ての

ご所有株式が端数株式となります。株主様の保有機会を失わせてしまうことを深くお詫びをも

うしあげますとともに、何卒ご理解を賜りたいと存じます。 

なお、例３、例４の株主様は、株式併合の効力発生前に、「単元未満株式の買増し」または

「単元未満株式の買取りの」手続きをご利用いただくことにより、端数株式の処分を受けない

ようにすることも可能です。具体的なお手続きについては、お取引の証券会社または後記の株

主名簿管理人までお問合わせください。 

 

Ｑ６ 所有権が減少すると、その資産価値に影響を与えないのですか。 

Ａ  株式併合の前後で、会社の資産や資本の状況は変わりませんので、今回の株式併合により株

主様のご所有株式数は 10分の 1となりますが、１株当たりの資産価値は 10倍となります。し

たがって、株式市況の変動など他の要因を別にすれば、株主様が所有する当社株式の資産価値

に影響を与えることはありません。なお、端数が生じる場合の処理についてはＱ５をご参照く

ださい。 

 

Ｑ７ 所有株式数が減少すると、受け取る配当金は減りませんか。 

Ａ  ご所有株式数は 10分の 1となりますが、株式併合の効力発生後にあっては、株式併合の割合

（10 株を 1 株に併合）を勘案して、1 株当たりの配当金を設定させていただく予定ですので、

業績の変動など他の要因を除けば、株式併合を理由にお受け取りになられる配当金の総額が変

動することはございません。 

 ただし、株式併合により生じた端数株式につきましては、当該端数株式に係る配当は生じま

せん。なお、端数株式につきましては、Ｑ５に記載のとおり、端数株式処理代金をお支払いさ

せていただきます。 

 



Ｑ８ スケジュールはどのようになっていますか。 

Ａ  次のとおり予定しております。 

平成 29年 6月 29日  定時株主総会日 

平成 29年 9月 26日  現在の単元株式数 1,000株単位の売買最終日 

平成 29年 9月 27日  変更後の単元株式数 100株単位の売買開始日 

平成 29年 10月 1日  併合と単元株式数の効力が発生します。 

 

Ｑ９ 株主自身で、何か必要な手続きはありますか。 

Ａ  特に必要なお手続きはございません。 

なお、上記Ｑ５に記載のとおり、10 株未満の株式については、株式併合により端数株式とな

るため、これを当社が一括して処分し、端数が生じた株主様に対し、その代金を端数の割合に応

じてお支払いさせていただきます。なお、株式併合前のご所有株式数が 10 株未満の株主様は、

株主としての地位を失うこととなります。 

 

〔お問合せ先〕 

株主名簿管理人（特別口座の口座管理機関） 

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 

 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目８番４号 

 電 話 ：０１２０－２８８－３２４（フリーダイヤル） 

 受付時間：午前９時から午後５時まで(土日祝日を除く) 

以上 

 

 


